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特集：伝統工芸の保存と伝承

出鑑査される作品群

固故高松宮様の総裁賞選定（昭和 61年、第 33回展）

文
化
財
保
護
法
が
で
き
て
早
や
四
十
年
の
月
日
が

過
ぎ
た
、
当
時
関
係
し
た
人
も
残
り
少
な
に
な
っ
て
、

ま
こ
と
に
感
無
量
で
あ
る
。
昭
和
二
十
四
年
一
月
法

隆
寺
金
堂
の
火
災
の
直
後
、

G
H
Q教
育
部

(
C
|

E
)
の
文
化
担
当
官
プ
ラ
ー
マ
ー
氏
が
紫
沼
社
会
教

育
局
長
の
所
に
来
て
、
法
隆
寺
火
災
の
見
舞
を
い
う

と
共
に
日
本
は
国
宝
・
重
要
美
術
品
の
指
定
件
数
が

多
い
に
も
拘
ら
ず
保
護
政
策
が
不
十
分
で
あ
る
。
国

宝
を
再
検
討
し
保
護
の
充
実
を
期
す
べ
き
で
あ
る
と

の
勧
告
が
あ
っ
た
。
私
も
こ
の
席
に
同
席
し
た
。

文
部
省
は
、
こ
れ
に
従
っ
て
国
宝
の
指
定
を
取
消

し
て
ま
ず
重
要
美
術
品
と
す
る
旨
を
告
示
し
、
直
ち

に
委
員
会
を
設
け
て
国
宝
の
再
指
定
を
行
う
と
共
に

国
宝
保
存
法
、
重
要
美
術
品
等
の
法
律
、
史
跡
名
勝

記
念
物
法
の
三
法
の
改
正
に
着
手
し
た
。

ち
な
み
に
こ
の
時
の
国
宝
数
は
六
、
八
七

0
件
（
建

造
物
を
含
む
）
、
重
要
美
術
は
八
、
二
三
六
件
、
合
計

一
五

‘
1
0六
件
で
あ
っ
た
。
二
十
五
年
の
再
指
定

で
、
国
宝
は
九
一
四
件
と
な
り
、
重
要
文
化
財
は
一
、

一
五
九
件
と
な
っ
た
。

こ
れ
よ
り
先
昭
和
二
十
二
年
頃
、
戦
後
の
困
窮
の

中
で
文
楽
、
能
、
平
家
琵
琶
な
ど
が
滅
亡
に
ひ
ん
し

て
い
る
と
そ
の
救
済
が
訴
え
ら
れ
て
い
た
の
で
こ
れ

ら
を
含
め
て
法
律
の
改
正
に
着
手
し
た
が
、
国
会
よ

り
議
員
立
法
で
改
正
の
申
出
が
あ
り
二
十
四
年
の
国

会
で
は
不
成
立
と
な
っ
た
が
、
二
十
五
年
参
議
院
提

出
、
衆
議
院
で
一
部
修
正
の
上
、
五
月
三
十
日
に
「
文

化
財
保
護
法
」
が
公
布
せ
ら
れ
た
。
当
時
の
参
議
院

法
制
局
部
長
岸
田
氏
と
同
文
部
専
門
委
員
竹
内
氏
共

著
「
文
化
財
保
護
法
詳
説
」
（
刀
江
書
院
）
で
詳
細
は

見
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
法
律
で
従
来
は
保
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
な

か
っ
た
無
形
文
化
財
、
民
俗
資
料
が
広
く
法
の
条
文

に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と

原
案
者
に
謝
意
と
敬
意
を
表
し
た
い
。

文
部
省
は
、
早
速
文
化
財
保
護
委
員
会
を
置
い
て

の
杉
原
信
彦
君
が
、
評
論
家
や
作
家
の
間
を
駆
け
巡

っ
て
協
力
を
頼
ん
で
い
た
姿
を
思
い
出
す
。
そ
し
て

伝
統
工
芸
に
対
す
る
世
論
喚
起
の
た
め
の
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
主
要
な
伝
統
工
芸
作
家
を
中

心
に
伝
統
工
芸
展
を
文
部
省
主
催
で
企
画
し
た
。
と

こ
ろ
が
文
部
省
主
催
に
も
拘
ら
ず
、
工
芸
作
品
は
不

況
で
客
が
来
な
い
と
の
理
由
で
会
場
を
引
き
受
け
る

所
が
無
く
、
佐
藤
課
長
ら
が
八
方
奔
走
の
結
果
、
三

越
本
店
の
岩
瀬
社
長
が
、
漸
く
伝
統
工
芸
技
術
は
保

存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
由
で
あ

る
。
こ
の
展
覧
会
が
爾
来
三
越
で
開
催
し
続
け
て
い

る
の
は
こ
の
由
縁
で
あ
る
、
し
か
し
聞
く
所
に
よ
る

と
初
め
の
頃
担
当
者
か
ら
入
場
者
不
振
の
た
め
中
止

を
社
長
に
申
し
入
れ
た
と
の
こ
と
で
、
近
年
一
日
平

均
四
万
人
余
の
入
場
が
あ
る
こ
と
と
較
べ
全
く
隔
世

の
感
が
あ
る
。

と
に
か
く
、
二
十
九
年
三
月
に
、
文
部
省
主
催
、

朝
日
新
聞
社
後
援
で
第
一
回
無
形
文
化
財
日
本
伝
統

工
芸
展
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
て
、
昭
和
二
十
九
年
五
月
に
保
護
法
の
改
正

が
行
わ
れ
た
。
あ
え
て
、
条
文
を
書
い
て
お
く
、

第
三
章
の
二
無
形
文
化
財

第
五
十
六
条
の
三
文
部
大
臣
は
、
無
形
文
化
財

の
う
ち
重
要
な
も
の
を
重
要
無
形
文
化
財
に
指

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

／

2

文
部
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

を
す
る
に
当
っ
て
は
、
当
該
重
要
無
形
文
化
財

文
化
財
保
護
法

．
 

前
日
本
工
芸
会
理
事
長

文
化
財
保
護
と
伝
統
工
芸

保
護
行
政
を
開
始
し
た
。
無
形
文
化
財
と
は
芸
能
、

工
芸
技
術
、
そ
の
他
の
無
形
の
文
化
的
所
産
を
包
括

す
る
名
称
で
あ
る
が
、
委
員
会
は
無
形
文
化
財
の
う

ち
価
値
が
高
く
、
保
護
の
必
要
な
工
芸
技
術
四
十
数

種
を
選
び
、
記
録
の
作
製
、
録
画
等
を
始
め
た
。

．
 

重
要
無
形
文
化
財
と
伝
統
工
芸
展

こ
の
頃
、
矢
代
幸
雄
委
員
、
西
沢
笛
畝
、
松
田
権

六
ら
の
諸
氏
が
無
形
文
化
財
保
護
の
強
化
を
訴
え
ら

れ
た
。
当
時
は
美
術
工
芸
に
対
す
る
一
般
の
関
心
が

薄
く
、
伝
統
工
芸
技
術
保
存
の
必
要
を
認
識
し
て
貰

う
の
は
大
変
な
努
力
で
あ
っ
た
。
私
は
無
形
文
化
課

の
保
持
者
又
は
保
持
団
体
を
認
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

以
下
五
十
六
条
の
九
ま
で
の
条
項
を
追
加
し
、
昭

和
五
十
年
に
は
第
三
章
の
三
の
「
民
俗
資
料
」
を
「
民

俗
文
化
財
」
と
改
称
し
強
化
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
文
部
省
は
昭
和
三
十
年
一
月
十

五
日
に
、
保
護
法
第
五
十
六
条
の
三
に
よ
り
第
一
回
、

五
月
十
二
日
に
第
二
回
の
重
要
無
形
文
化
財
と
そ
の

保
持
者
及
び
保
持
団
体
の
認
定
を
発
表
し
た
。

社
団
法
人
日
本
工
芸
会
の
創
立

．
 

こ
れ
を
受
け
て
、
工
芸
関
係
の
重
要
無
形
文
化
財

保
持
者
を
中
核
に
、
伝
統
工
芸
技
術
の
保
存
、
技
術

の
向
上
、
後
継
者
育
成
、
会
員
の
親
睦
を
目
的
に
、

三
十
年
六
月
二
十
七
日
社
団
法
人
日
本
工
芸
会
が
創

立
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
秋
第
二
回
日
本
伝
統
工
芸
展
が
開
催

さ
れ
た
が
、
こ
の
時
よ
り
主
催
者
は
文
部
省
、
東
京

都
、
朝
日
新
聞
社
、

N
H
K
、
日
本
工
芸
会
の
五
者

と
な
り
、
五
者
で
運
営
委
員
会
を
作
り
、
日
本
工
芸

会
が
運
営
に
当
る
こ
と
と
な
っ
た
。

三
十
二
年
に
、
高
松
宮
殿
下
を
総
裁
に
推
戴
し
日

本
工
芸
会
の
基
礎
は
固
ま
っ
た
。
宮
様
は
、
伝
統
工

芸
に
大
層
関
心
を
お
持
ち
下
さ
れ
、
総
裁
賞
は
必
ず

ご
自
身
で
お
選
び
に
な
っ
た
。
授
賞
式
に
は
毎
回
ご

臨
席
下
さ
れ
、
入
選
作
品
に
対
し
て
も
適
切
な
御
批

評
を
頂
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
工
芸
会
の
今
日

日本伝統工芸展の会楊
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の
発
展
の
陰
に
、
故
宮
様
の
数
々
の
ご
助
言
の
あ
っ

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

初
め
僅
か
の
保
持
者
と
工
芸
作
家
で
組
織
さ
れ
た

日
本
工
芸
会
も
三
十
五
年
を
経
て
、
正
会
員
数
一
〇

四
0
人
、
準
会
員
五

0
0人
と
な
り
、
伝
統
工
芸
展

の
出
品
者
も
年
々
に
増
加
し

r

近
年
は
二

0
0
0人

を
越
し

r

入
選
者
も
陶
芸
が
一
七

・
O
%、
金
工
四
・

九
％
、
平
均
二
三
。
五
％
と
厳
し
く
な
り
、
出
品
作

家
に
は
気
の
毒
な
ほ
ど
難
関
と
な
っ
て
来
た
。

一
時
は
後
継
者
が
心
配
さ
れ
た
工
芸
技
術
も
最
近

は
戦
後
育
ち
の
若
い
作
家
が
出
品
者
の
過
半
数
と
な

り
、
入
賞
者
も
若
返
っ
て
来
た
、
偏
に
文
化
財
保
襲

法
の
恩
恵
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

J

れ
か
ら
の
伝
統
工
芸
に
思
う

麗

f
 

だ
が
そ
の
反
面
に
現
在
の
伝
統
工
芸
界
に
は
、
エ

芸
展
の
作
品
を
通
し
て
何
か
と
批
判
や
問
題
が
な
い

で
も
な
い
。
そ
の
一
っ
は
、
出
品
作
品
に
実
用
を
越

え
て
大
き
な
も
の
重
い
も
の
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
公
募
展
だ
か
ら
多
少
人
目
を
引
く
も
の
、
大

型
の
も
の
が
出
る
の
は
止
む
を
得
ぬ
が
、
そ
の
た
め

落
選
す
る
も
の
も
あ
る
。
伝
統
工
芸
の
世
界
は
、
生

活
に
即
し
、
実
用
に
耐
え
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

ガ
ラ
ス
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
の
新
素
材
の
使
用
、

ハ
イ
テ
ク
技
術
の
発
達
か
ら
木
工
、
金
工
、
漆
工
に

ま
で
、
レ
ー
ザ
ー
光
線
等
が
使
わ
れ
て
来
た
。
加
飾

法
と
し
て
新
技
術
の
導
入
も
必
要
で
あ
る
が
、
若
い

作
家
が
機
械
力
、
ハ
イ
テ
ク
に
頼
っ
て
、
地
味
な
伝

統
技
術
の
基
本
的
勉
強
を
怠
る
な
ら
ば
、
昔
、
機
械

工
学
に
押
さ
れ
て
伝
統
技
術
が
衰
微
し
た
徹
を
踏
む

こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
工
芸
会
は
保
護

法
に
い
う
我
が
国
の
伝
統
工
芸
技
術
を
守
り
育
て
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
プ
ロ
作
家
の
集
団
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
工
芸
展
は
プ
ロ
が
自
分
の

持
つ
伝
統
の
技
の
真
価
を
問
う
真
剣
勝
負
の
場
て
あ

る
こ
と
を
自
覚
し
、
他
人
の
技
法
を
模
倣
し
た
り
入

選
を
意
識
し
て
無
難
の
作
品
を
毎
回
出
品
す
る
如
き

は
プ
ロ
と
し
て
は
と
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

「
人
間
国
宝
」
と
い
う
こ
と
ば

麗
最
後
に
一
言
し
た
い
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間

国
宝
」
と
い
う
通
称
に
つ
い
て
で
あ
る
。
保
護
法
の

改
正
が
発
表
せ
ら
れ
た
時
、
重
要
無
形
文
化
財
保
持

者
は
長
過
ぎ
て
内
容
も
わ
か
ら
ぬ
と
い
っ
て
、
新
聞

記
者
諸
君
の
造
語
で
あ
る
。
佐
藤
課
長
が
い
っ
た
と

も
い
う
が
明
ら
か
で
な
い
。
人
間
国
宝
は
そ
の
簡
単

さ
と
耳
ざ
わ
り
の
良
さ
か
ら
た
ち
ま
ち
定
着
し
、
新

聞
は
勿
論
r

テ
パ
ー
ト
も
一
般
人
も
保
持
者
を
人
間

国
宝
と
呼
び
、
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
本
来
の
使

命
が
希
薄
に
な
っ
て
来
て
、
保
持
者
や
そ
の
作
品
が

国
宝
で
あ
る
か
の
如
き
錯
覚
を
起
こ
す
人
も
出
て
来

た
。
重
要
有
形
文
化
財
の
国
宝
は
、
物
そ
の
も
の
が

価
値
の
高
い
国
宝
で
、
作
者
は
無
名
で
も
よ
く
、
雪

舟
の
作
で
も
国
宝
で
な
い
物
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

人
間
固
宝
は
、
物
で
は
な
尺
物
を
作
る
伝
統
の
技

で
あ
り
r

そ
の
優
秀
な
技
を
習
得
し
て
い
る
人
が
重

要
無
形
文
化
財
保
持
者
な
の
で
あ
る
。
国
宝
と
い
わ

ゆ
る
人
間
国
宝
と
は
全
く
別
の
価
値
感
に
あ
る
。
せ

め
て
技
術
国
宝
と
呼
ん
で
ほ
し
か
っ
た
。
杉
原
君
が

生
前
に
人
間
国
宝
の
呼
称
は
困
る
困
る
と
い
っ
て
い

た
が
、
こ
の
混
乱
を
心
配
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
近
、
保
持
者
が
自
ら
人
間
同
宝
と
称
し
、
名
刺

の
肩
書
に
し
た
話
を
閏
い
た
が
、
つ
つ
し
む
べ
き
こ

と
と
思
う
。

日
本
工
芸
会
に
長
く
関
係
し
た
私
が
い
う
の
は
無

責
任
の
様
で
あ
る
が
、
工
芸
会
会
員
は
も
ち
ろ
ん
保

持
者
各
位
に
も
法
の
精
神
を
守
っ
て
頂
き
た
く
、
前

文
に
無
形
文
化
財
の
条
文
を
の
せ
た
次
第
で
あ
る
。
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國

園

園

圏

先
般
、
東
京
で
開
催
さ
れ
て
い
た
「
第
三

十
七
回
日
本
伝
統
工
芸
展
」
は
、
非
常
に
盛

況
だ
っ
た
よ
う
だ
。
改
め
て
、
我
が
国
の
伝

統
的
な
工
芸
技
術
、
工
芸
作
品
に
対
す
る
国

民
の
興
味
、
関
心
の
高
さ
を
実
感
す
る
。
こ

れ
ら
の
作
品
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
脈
．
々

と
し
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
そ
の
技
術
水
準

の
高
さ
、
作
品
の
美
し
さ
に
驚
嘆
を
禁
じ
え

な
い
。し

か
し
、
そ
の
保
存
。
伝
承
は
容
易
で
は

な
く
、
技
術
保
持
者
の
方
々
の
並
々
な
ら
ぬ

努
カ
・
研
鑽
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
今
後
、
生
活
様
式
の
急
檄

な
変
化
等
に
よ
り
、
伝
統
工
芸
と
日
常
生
活

の
解
離
が
進
み
、
こ
れ
が
消
え
て
い
く
恐
れ

な
し
と
し
な
い
。

温
故
知
新
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
伝
統

的
な
工
芸
技
術
に
学
び
、
そ
れ
を
生
か
し
て

こ
そ
、
国
民
生
活
に
密
着
し
た
将
来
の
技
術

及
び
美
が
花
開
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
肝
に

命
じ
て
、
そ
の
保
存
・
伝
承
に
努
め
た
い
も
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